
令和３年度第３回 士別市地域公共交通活性化協議会(書面) 議案

１．協議事項

（１）市内循環線新路線について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【承認】

資料１－１：新循環線路線図・時刻表

資料１－２：新循環線料金表(三角表)

（２）次世代モビリティ推進会議について・・・・・・・・・・・・・・【承認】

１．令和３年度実証実験について

資料２：実証試験運行イメージ

２．士別市次世代モビリティ推進ビジョンと連携確認について

資料３：士別市次世代モビリティビジョンおよび連携確認

※参考資料：次世代モビリティ推進会議資料

（３）士別軌道路線バス 士別駅前バス停の移設について・・・・・・・・【承認】

資料４：バス停移設関係図



協議事項１

市内循環線新路線について

令和３年 12 月１日より運行を計画している、市内循環線新路線について、以

下のとおりの運行内容としたい。

なお、従来より運行している「内回り循環線」を廃止する。

（１）運行経路および時刻表【資料１－１】

従来より運行していた「内回り循環線(今回廃止)」および「西回り循環線

(令和３年４月廃止)」の運行経路を統合し、市内南地区の商業施設へのアク

セスが可能な経路とする。また、運行間隔を 60 分に１本とする。

（２）運賃について【資料１－２】

新路線の運賃は、現行の外回り循環線との整合性を図るため、協議運賃と

して、以下のとおり定める。

【大人】 初乗り：１１０円又は１５０円 最大：１６０円

【小児(小学生以下)・幼児(１歳以上６歳未満)】

大人の半額(端数 10 円単位切り上げ)

※６歳以上と同伴する６歳未満の幼児１人まで無料

※幼児だけが乗車する場合は運賃を徴収する

【乳児(１再未満)】 無料

【障害のある方】 半額

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、児童福祉法適用を受ける方

【その他】 敬老バス助成事業、敬老バス１日乗車券が適用される



資料１－１



資料１－２



協議事項２

次世代モビリティ推進会議について

本協議会の研究組織である「次世代モビリティ推進会議(議長：北海道大学 岸

教授)」を令和３年９月 27 日に開催し、以下のとおり、「令和３年度実証実験」

および「次世代モビリティビジョンの策定・推進」について協議したところで

あり、本協議会の承認をもって正式に実施したい。

なお、軽微な修正については、事務局にて対応する。

１．令和３年度実証実験【資料２】

◇実証期間：令和３年１２月～令和４年２月

第１期〔R3.12〕 ⇒ 多寄中心部まで乗合タクシー〔既存バスに接続〕

第２期〔R4.1〕 ⇒ 士別市街地まで乗合タクシー〔市街地直行〕

第３期〔R4.2〕 ⇒ 多寄中心部・士別市街地まで乗合タクシー

・乗車要件：利用者登録制 ・乗降区間：多寄地区一円～士別市街

・運行曜日：火曜日、水曜日、木曜日 ・予約制限：運行前日の 17 時まで

◇実証実験予算：1,000 千円

◇利用料金 目的地に対する降車人数により決定

※小学生は上記料金の半額、未就学児は無料

◇時刻表

第１期 多寄中心部発着時間 １０：００、１３：５０、１６：１０

(ミニショップ・ヤマモト)

第２期 士別駅発着時間 ８：５５、１１：５５、１５：５５

第３期 士別駅発着時間 ８：５５、１１：５５、１５：５５

２．士別市次世代モビリティ推進ビジョンと連携確認について【資料３】

次世代モビリティ推進会議の目的である、「将来における士別市の交通体系のあ

り方について指針等」として「士別市次世代モビリティビジョン」を策定する。

なお、【第４章 連携による取り組みの方向性】および【ビジョン推進の年度

別取り組み】については、事業者との意見効果などを継続的に実施することが

必要となることから、今後協議を進める。

また、交通事業者である「士別軌道株式会社」「株式会社士別ハイヤー」およ

び「士別市」の３者で連携確認を取り交わし、ビジョンの推進を図るものとす

る。

乗車人数

目的地

１人 ２人 ３人以上

多寄中心部乗降 ９００円 ４５０円 ３００円

士別市街地乗降 ３，０００円 １，５００円 １，０００円



資料２
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資料３



























協議事項３

士別軌道路線バス 士別駅前バス停の移設について

士別軌道が運行する路線バスの「士別駅前停留所」について、利用者の乗り継ぎ利

便性の向上などのため、ＪＲ士別駅舎に隣接させたい。

移設にあたって、一般車両などの通行の安全性を確保するため「士別駅構内を一方

通行化」や「標識の設置」など、必要な整備を実施する予定。

また、移設にともなう路線バス運行上の諸手続については、運輸局との確認中であ

るため必要に応じて、交通事業者(士別軌道株式会社)および事務局において対応す

る。

◇資料４：バス停移設関係図



資料４


